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山陽小野田市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均

一課税に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

山陽小野田市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課

税に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 
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山陽小野田市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均

一課税に関する条例の一部を改正する条例 

山陽小野田市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課

税に関する条例（平成２８年山陽小野田市条例第３０号）の一部を次のように

改正する。 

第２条第４号中「令和６年３月３１日」を「令和８年３月３１日」に改め

る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



 

 

議案第４８号参考資料 

山陽小野田市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例新旧対照表 

改 正 後 改 正 前 

（用語の定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義

は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1)～(3) （略） 

(4) 認定事業者 地域再生法第１７条の６の地方公共団体

等を定める省令（平成２７年総務省令第７３号。以下

「省令」という。）第１条に規定する公示日（以下「公

示日」という。）から令和８年３月３１日までの間に、

法第１７条の２第３項の規定に基づき、同条第１項に規

定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定

を受けた事業者をいう。 

（用語の定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義

は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1)～(3) （略） 

(4) 認定事業者 地域再生法第１７条の６の地方公共団体

等を定める省令（平成２７年総務省令第７３号。以下

「省令」という。）第１条に規定する公示日（以下「公

示日」という。）から令和６年３月３１日までの間に、

法第１７条の２第３項の規定に基づき、同条第１項に規

定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定

を受けた事業者をいう。 

 

 


